
当院のゴールデンウィークの診療体制については、　４月２７日、４月３０日、

５月２日、５月６日（一部※）を外来診療日といたします。

日 月 火 水 木 金 土

通常診療

昭和の日 国民の休日 天皇即位の日 国民の休日 憲法記念日 みどりの日

休日診療体制 休日診療体制 通常診療 休日診療体制 通常診療 休日診療体制 休日診療体制

こどもの日 振替休日

休日診療体制 原則予約診療

※5/6（月）診察を行う診療科
高血圧・内分泌内科、血液内科、皮膚科、呼吸器外科、
小児外科、産婦人科、歯科口腔外科、放射線腫瘍科、腎臓内科、
腎臓小児科、血液浄化療法科、心臓血管外科、循環器小児科、
脳神経内科、糖尿病・代謝内科、糖尿病眼科、女性科（内科）
リハビリテーション科、膠原病リウマチ内科、眼科、ペインクリニック、
小児科、消化器内科、呼吸器内科、泌尿器科、神経精神科

尚、休日診療体制時における緊急を要する診療については、救急
外来(中央病棟1階)にて行っております。

※4月30日（火）と5月2日（木）、5月6日（月）について
休日加算を適用いたします。

※予約電話について
4月28日（日）～5月6日（月）は、お取り扱いしておりません。

5月5日 5月6日

4月27日

4月28日 4月29日 4月30日 5月1日 5月2日 5月3日 5月4日
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